
第
７
回
世
界
の
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
大
会
の
開
催

　
国
内
外
の
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ

が
集
う
「
世
界
の
ウ
チ
ナ
ー
ン

チ
ュ
大
会
」を
開
催
し
ま
す
。今

回
は
、
会
場
と
オ
ン
ラ
イ
ン
を

併
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
で

開
催
予
定
で
す
。開
催
ま
で
、Ｈ

Ｐ
で
様
々
な
情
報
を
発
信
し
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
開
催
期
間
　
10
月
30
日
（
日
）

〜
11
月
３
日（
木
）

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

●
試
験
日
　
８
月
２
日（
火
）

●
出
願
期
間
　
６
月
６
日（
月
）〜
13
日（
月
）

●
問
合
せ
　
衛
生
薬
務
課
H
P
ま
た
は

☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
０
５
５

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

●
試
験
日
　
10
月
９
日（
日
）

●
出
願
期
間
　
６
月
１
日（
水
）〜
30
日（
木
）

●
申
込
み
　
沖
縄
県
社
会
福
祉
協
議
会 

福
祉

人
材
研
修
セ
ン
タ
ー
H
P
参
照
（※

試
験
の

申
込
に
あ
た
っ
て
は
「
受
験
の
手
引
き
」
の

購
入
が
必
要
で
す
。）

●
問
合
せ
　
沖
縄
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
福
祉
人
材
研
修
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
８ｰ

８
８
２ｰ

５
７
０
３

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
募
集

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
地
域
の
身
近
な
相

談
・
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。県
内
各
市
町

村
で
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
な
っ
て
い
た

だ
け
る
方
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
問
合
せ
　
市
町
村
民
生
委
員
担
当
課
、
市
町

村
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

春
秋
叙
勲
の
候
補
者
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
方
の
一
般
推
薦

　
春
秋
叙
勲
の
候
補
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
方

を
推
薦
で
き
ま
す
。推
薦
に
は
一
定
の
要
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、内
閣
府

の
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
　
内
閣
府
Ｈ
Ｐ
ま
た
は

☎
０
３ｰ

３
５
８
１ｰ

２
８
６
８

統
計
調
査
員
募
集

　
県
と
市
町
村
で
は
５
年
に
一
度
実
施
さ
れ
る
就
業

構
造
基
本
調
査
の
統
計
調
査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
任
命
期
間
　
令
和
４
年
８
月
下
旬
〜
10
月
下

旬（
調
査
日
は
10
月
１
日
）

●
問
合
せ
　
お
住
ま
い
の
市
町
村

　
の
統
計
担
当

緊
急
小
口
資
金
等
の
特
例
貸
付

　
沖
縄
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、収
入
が
減
少
し
た

世
帯
を
対
象
に
、特
例
貸
付
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
申
請
期
間
　
〜
６
月
30
日（
木
）

●
問
合
せ
　
お
住
ま
い
の
市
町
村

　
社
会
福
祉
協
議
会

ハ
ブ
咬
症
注
意
報
発
令

　
５
月
か
ら
６
月
に
ハ
ブ
咬
症
被
害
が
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
県
は
「
ハ
ブ
咬
症
注
意

報
」を
発
令
し
て
い
ま
す
。ハ
ブ
に
よ
る
被
害
を

未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
ハ
ブ
が
生
息
し
に
く

い
環
境
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

●
期
間
　
〜
６
月
30
日（
木
）

●
問
合
せ
　
衛
生
薬
務
課

　
☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
０
５
５

歯
と
口
の
健
康
週
間

　
６
月
４
日（
土
）〜
10
日（
金
）は
歯
と
口
の
健

康
週
間
で
す
。生
涯
自
分
の
歯
で
お
い
し
く
食

べ
、
楽
し
く
会
話
す
る
に
は
日
頃
の
歯
と
口
の

ケ
ア
が
大
切
で
す
。毎
日
の
丁
寧
な
歯
み
が
き

と
か
か
り
つ
け
歯
科
で
の
定
期
ケ
ア
で
、「
い
た

だ
き
ま
す
　
人
生
1
0
0
年
　
歯
と
共
に
」（
令

和
４
年
度
標
語
）

●
問
合
せ
　
健
康
長
寿
課

　
☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
２
０
９

ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
取
組

　
５
月
30
日（
ご
み
ゼ
ロ
の
日
）か
ら
６
月（
環

境
月
間
）の
期
間
中
、「
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク

ル
推
進
の
取
組
」を
実
施
し
ま
す
。ご
み
の
な
い

美
ら
島
沖
縄
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
た
め
、
マ

イ
バ
ッ
グ
の
持
参
や
ご
み
の
分
別
へ
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
　
環
境
整
備
課

　
☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
２
３
１

水
道
週
間

　
６
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
一
週
間
は
水
道

週
間
で
す
。今
年
は
、「
大
切
な
水
と
一
緒
に
暮

ら
す
日
々
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、県
企
業
局
、各

市
町
村
H
P
等
で
水
道
の
現
状
、課
題
、歴
史
情

報
な
ど
を
発
信
し
て
お
り
ま
す
。

●
問
合
せ
　
企
業
局
総
務
企
画
課

　
☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
８
０
３

は
た
ら
く
人
の
笑
顔
の
た
め
に

　
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
者
個
人
ま
た
は

労
働
組
合
と
会
社
と
の
間
で
起
き
た
労
働
条
件

な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
中
立
・

公
平
な
立
場
か
ら
無
料
で
解
決
の
お
手
伝
い
を

行
っ
て
い
ま
す
。申
請
は
、労
働
者
個
人
、労
働

組
合
、会
社
の
ど
ち
ら
か
ら
で
も
で
き
ま
す
。

●
問
合
せ
　
県
労
働
委
員
会
H
P
ま
た
は

　
☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
５
５
１

生
活
保
護
制
度

　
生
活
保
護
は
、
最
低
生
活
の
保
障
と
自
立
の
助
長

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
困
窮
の
程
度
に
応

じ
、必
要
な
保
護
を
行
う
制
度
で
す
。ま
た
、生
活
保

護
の
申
請
は
国
民
の
権
利
で
す
。生
活
保
護
を
必
要

と
す
る
可
能
性
は
ど
な
た
に
で
も
あ
る
も
の
で
す

の
で
、
た
め
ら
わ
ず
に
お
住
ま
い
の
地
域
の
福
祉
事

務
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
　
お
住
ま
い
の
地
域
の
福
祉
事
務
所

毎
月
勤
労
統
計
調
査

　
厚
生
労
働
省
に
よ
る「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。賃
金
、労
働
時
間
及
び
雇
用

の
変
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

基
幹
統
計
調
査
で
す
。５
月
下
旬
以
降
、県
か
ら

指
定
書
等
を
調
査
対
象
事
業
所
へ
送
付
し
た

後
、県
か
ら
任
命
さ
れ
た
統
計
調
査
員
が
、お
伺

い
し
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
　
統
計
課

　
☎
０
９
８ｰ

８
６
６ｰ

２
０
５
０ 2022年6月

美ら島沖縄

イ
ベ
ン
ト

試
　験

日

６
月

月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

日

７
月

月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28

情報ひろば

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況
に
よ
り
、

情
報
ひ
ろ
ば
に
掲
載
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
等
が

中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。最
新

の
情
報
は
各
問
合
せ
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

新型コロナ
ワクチン 

　県及び各市町村では、新型コロナワクチンの追加（３回目）接種を実施
しています。ワクチンの種類による効果や安全性に変わりはありません。
接種券が届きましたら、ワクチン接種のご検討をよろしくお願いします。

　「令和3年度住民税均等割が非課税の世帯」や「令和3年1月以降
に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が
『住民税非課税相当』の収入となった世帯」を対象に、臨時特別給付
金（1世帯あたり10万円）を支給します。
　受給には、お住まいの市町村での手続が必要です。

追加
接種

WEB予約WEB予約

回目3

県が設置している会場で接種する方 お住まいの市町村で接種する方

２回目接種から
６ヵ月経過した
18歳以上の方

対象者は接種券無しでも予約・接種できます。（予約はコールセンターのみ）

（モデルナ社製
ワクチンを使用）

（受付時間10:00～17:00）
☎098-943-2993

対象者電話予約
コールセンター

各市町村の
問合せ先一覧
各市町村の
問合せ先一覧

原則、２回目接種から
６ヵ月経過した18歳以上の方

※お住まいの市町村でご確認下さい。

対象者

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

お住まいの市町村の窓口問合せ 問合せ

会食でのお願いごと

これからは手放せない！
マイナンバーカード
　マイナンバーカードは、身分証明書と
して利用できるほか、健康保険証やワク
チン接種証明書としての利用など、持っ
ていると多くのメリットがあるカードで
す。また、令和４年度1月1日から最大2万
円分のポイントが付与される｢マイナポ
イント第2弾｣が始まっています。
　この機会にぜひマイナンバーカードを
作ってみませんか。

会食の頻度を減らし
（特に連日の会食）、
深夜遅くまでの飲酒
は避けてください。

感染防止対策認証店
をご利用ください。認
証店の検索はこちら↓

飲食店の求める感染
防止対策に協力して
ください（大声を出さ
ない、会話時のマス
ク着用など）。

本制度では、沖縄県感染防止対策基準を全て満
たした店舗に認証ステッカーを交付しています。
皆さまは「感染防止対策認証店」を積極的に利用
し、お店の求める対策にご協力をお願いします。

マイナンバー
総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178

問合せ 新型コロナウイルス感染症
相談コールセンター

問合せ
沖縄県感染防止対策認証制度事務局

☎098-866-2129 ☎050-5526-3041

　最新の情報は
マイナポイント事
業ホームページを
ご覧ください!
マイナポイント

沖縄県感染防止対策認証制度

「安全・安心」ウサガミソーレー
安全・安心の店舗をつくろう・まもろう・ひろめよう ※召し上がりください

認証取得店や認証基準については
県ホームページをご覧ください!

ステッカーが目印

30

29 3024
31

募
　集

ホームページ

ホームページホームページ

ホームページホームページホームページ

お
知
ら
せ

ホームページホームページホームページホームページ

保護・援護課
ホームページ

相談窓口一覧ホームページ ホームページ
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